青森大学・青森短期大学留学生マニュアル

入国在留関係手続きについて
外国人登録証明書
日本に滞在する外国人は全て登録を申請することになっています。この手続きは、渡日後90日以内に、住んでいる地域の市区町村の役所(青森市役所　市民課　TEL 017-734-1111)に行き、「外国人登録申請書」に記入して提出します。
＜必要なもの＞
外国人登録申請書
パスポート
写真2枚(4.5cm×3.5cm、6ヶ月以内撮影)
この手続きにより、「外国人登録証明書」が約20日後に交付されます。「外国人登録証明書」は、登録されている内容が記載されているものです。
この証明書はいつも携帯する必要がありますので、忘れないようにしてください。

登録内容の変更
「外国人登録証明書」の記載事項に変更(住所の変更など)が生じた場合、例えば、在留期間の更新、在留資格の変更、住所の変更、氏名の変更があったときには、その変更の時より14日以内に、そのことを新住所地域の市区町村の役所に届け出なければなりません。
その後、銀行や郵便局などに住所などの変更を届け出て下さい。 
＜必要な書類＞ 
変更登録申請書
外国人登録証明書
変更を生じたことを証する文書(居住地変更登録申請を除く）

登録原票記載事項証明書
「登録原票記載事項証明書」は、外国人が登録を行った際に申告した身分事項や居住地などの登録事項を証明するものです。本人等の請求に基づき居住地の市区町村役場が発行します。外国人登録が済み次第発行できます。この証明書の発行を申請するには、手数料(350円)がかかります。

再交付申請
外国人登録証明書を紛失、盗難などでなくしたときは、居住地の市区町村役所に再交付申請をしなければなりません。
＜必要なもの＞
外国人登録証明書交付申請書・登録確認申請書 
パスポート
写真2枚（4.5cm×3.5cm)
失くした理由書(盗難届証明、火災証明等)

外国人登録証明書の返却
卒業して帰国する場合には、あるいは日本を出るときに、空港で外国人登録証明書を返す。





仙台入国管理局青森出張所案内
	仙台入国管理局青森出張所
住所：〒030-0861　青森県青森市長島1-3-5　青森第二合同庁舎
電話：017-777-2939
受付時間：月～金 9:00～16:00


交通：青森駅行きの横内環状線バスに乗車してください。
青森大学正門の場合：「青森大学前」バス停　　「市役所前」バス停下車 西行き約0.8ｋｍ徒歩10分
青森大学南門の場合：「幸畑団地」　バス停　　「市役所前」バス停下車 西行き約0.8ｋｍ徒歩10分


在留期間更新
留学生として許可される在留期間は1年または2年です。それ以上在籍する場合は、所定の手続きにより延長しなければなりません。この手続きは、在留期間の満了する前日までに、仙台入国管理局青森出張所で行います。
＜必要なもの＞
在留期間更新申請書(入国管理局所定用紙） 
在学証明書
成績証明書
パスポート
外国人登録証明書
本人名義の通帳(記帳して持参すること)
手数料4,000円
一時出国及び再入国
学校休みなどを利用し、一時日本を離れるときは、大学から帰省・外泊許可を受け、所属する学部の担当と留学生支援課に届け出て、離日の旅行計画について指導をうけなければなりません。また、日本に戻ったときは、速やかに連絡してください。
出発の前には入国管理局で「再入国許可」を入手してから出国するようにしてください。この許可がないと、予定の時期に日本に入国できなくなります。
再入国許可を得て一時出国する場合にも、再入国許可期限内に日本へ戻るようにしてください。
なお、一時出国及び再入国の時は、外国人登録証明書を必ず所持していなければなりません。
＜必要なもの＞
再入国許可申請書(入国管理局所定用紙) 
パスポート
外国人登録証明書
手数料　 1回　3000円
　　　　数回  6000円
＜休学について＞
皆さんは「留学」の在留資格が与えられているので、大学に通って勉強することが日本在留の条件となっています。休学中はその条件に該当しないことになり、特別な理由がない限り、日本にいることが認められません。帰国せずにそのまま日本に残っていたり、一時的でも途中で入国したりすると、次回の在留期間更新許可申請のときに、不許可となってしまいます。

資格外活動
留学生は、大学等の教育機関で勉学と研究を目的として来日しており、留学生としての在留資格を与えられています。資格外活動をしようとするときは、入国管理局から資格外活動の許可を得る必要があります。
この許可を受けないで、資格外活動を行うと、処罰されますので、十分に注意してください
資格外活動許可の申請は、原則として、大学等の教育機関が申請取次によって行うこととなっていますが、学生本人が入国管理局に申請することができます。
＜必要な書類＞
資格外活動許可申請書（入国管理局所定用紙）
副申書(大学が発行します)
外国人登録証明書
パスポート
取得単位不足や授業欠席多いなどの学業不良の学生には副申書を発行することが出来ません。
資格外活動の許可を得れば、正規生の場合は週28時間以内、研究生などの非正規学生については、週14時間（夏季休業、冬季休業、春季休業の期間中1日8時間まで）以内のアルバイトが許可されます。
資格外活動の許可を得た学生についてのみ、アルバイトの紹介を行っています。

資格外活動許可の対象とならないアルバイト
1.風営法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動
例：客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業などで行うアルバイト
2.風営法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動
例：ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト
3.風営法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動
例：出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト
4.風営法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動
例：インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト
5.風適法第2条第9項にいう「店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動
例：いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト
6.風適法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動
例：いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト
※風適法＝風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

許可を受けずにアルバイトを行ったりして、許可の範囲（時間超過など）を超えてアルバイトをした場合、または風俗関連業に従事した場合には国外退去処分を受けるケースもありますので、充分に注意してください。

在留資格の変更
現在の在留資格の活動をやめて、新たに別の在留資格に属する活動を専ら行おうとする場合には、在留資格変更の許可申請を入国管理局で行なう必要があります。例えば、「就学」の在留資格をもって日本語学校で学ぶ者が大学・大学院に入学する場合や、留学生が就職する場合などは、事前に在留資格変更の許可を受けなければなりません。
＜必要なもの＞
在留資格変更許可申請書(入国管理局所定用紙） 
申請理由を説明する書類 
パスポート
外国人登録証明書など 
手数料4,000円 

健康管理等について
保健室(7号館1階)
学生生活を送るうえで、心身の健康の維持増進が必要となります。保健室には、専任の医師とカウンセラーがおり、学生と職員の健康保持と増進を図るために、定期健康診断や健康指導・相談等を行っています。
〇定期健康診断
毎年4月上旬に、身体計測、血圧測定、尿検査、胸部レントゲン撮影等の健康診断を実施しています。
実施時期は掲示板で知らせますので、必ず受診してください。(青森大学で勉強している学生は誰でも受診できます。)
奨学金の申請や就職活動で証明書(健康診断書)が必要な場合は、健康診断を受けた項目については、健康診断書を申込できます(1通800円)。即日発行はできませんので余裕を持って申し込んでください。
〇応急処置
頭痛、発熱、腹痛等の思いがけない病気や怪我をした時は、応急手当を行っていますので、診療を申し出てください。場合によっては、適切な医療機関を紹介します。
〇健康相談
心身の健康について相談に応じています。相談内容については、秘密が守られますので安心して利用してください。医師は常時、健康相談に応じていますが、カウンセラーによる相談は予約制となっていますので、事前に申し出てください。
〇受付時間
月〜金(国民の祝日は除く)
9:30〜15:30


国民健康保険
1年以上日本に滞在する予定の留学生は、国民健康保険に加入することが義務づけられています。手続きは市役所で行います。外国人登録のあと、すぐ加入しましょう。
国民健康保険に加入すると、保険証が送られてきます。それを持って病院へ行くと、病気や入院をした場合の医療費が30%の負担で済みます。
1年間の保険料は約16,500円(2009年)です(日本において前年度の収入がない場合)。保険料の詳細については国民健康保険かの窓口で問い合わせてください。留学生だから、所得がないからという理由で自動的に保険料が減額されるのではなく、定められた手続きを取らなければ減額されません。
保険料の支払いは、銀行や市役所で払います。期限を守って払いましょう。外国人登録後直ぐに加入しなかった場合、加入以前の保険料を遡って徴収されます。
なお、住所を変更したとき、在留期限を延長したときは、市役所へ届け出てください。
また、留学を終え帰国するときは保険証を市役所へ返してください。
<手続き場所>
青森市役所　国保医療年金課
<必要な書類>
国民健康保険加入申込書
在学証明書
外国人登録証明書

国民年金
国民年金は、加入者が高齢になった時や障害を負った時に保険金を受け取ることができる制度です。20歳以上の留学生は、市役所、区役所で外国人登録と国民健康保険の加入手続きを行う時に、国民年金加入の手続きも必ず行ってください。
掛け金の支払いが困難な場合は、掛け金の免除申請をすることができます。
学生の間は、国民年金の保険料が免除になりますので、加入の時に、免除申請について市町村役場に申し出てください。
<手続き場所>
青森市役所　国保医療年金課
<必要なもの>
国民年金被保険者関係届書(所定用紙)
学生証
外国人登録証明書
パスポート

高額医療費の支給
国民健康保険に加入している者が、同一月内に、同一医療機関へ35,400円を超えて医療費を支払った場合は、申請をすれば、35,400円を超えた額が後から払い戻されます。
高額医療費の申請は、市役所等で行ってください。申請時には、下記のものがひつようです。
<必要なもの>
病院が発行した領収書(本物)
国民健康保険証
印鑑
世帯主(戸主)名義の通帳

学生教育研究災害傷害保険
国内外での正課、学校行事、または課外活動及びその往復中に事故等にあった時の災害補償制度です。
正課とは、講義、実験・実習、演習または実技による授業をいいます。
学校行事とは、大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環として行う各種行事をいいます。
課外活動とは、大学等の規則に則った所定の手続きにより、インターンシップ活動またはボランティア活動の実施を目的とした組織として承認をうけた学内学生団体が行うインターンシップ活動またはボランティア活動をいいます。
往復とは、活動への参加目的をもって被保険者の住居と当該活動場所との間または活動場所が複数の施設に跨る場合はその施設の間を合理的な経路及び方法によって移動することをいいます。
保険料(H21年度)と保険期間は次のとおりです。

	保険期間
	1年間
	2年間
	3年間
	4年間

	文　科　系
	
	\2,500
	
	\4,800

	理　科　系
	
	\2,900
	
	\5,500



青森市役所案内
	青森市役所
所在地 〒030-8555 青森県青森市中央１丁目22-5（代表）
Tel：017-734-1111
受付時間：月～金 9:00～17:00


交通：青森駅行きの横内環状線バスを乗車してください。
青森大学正門の場合：「青森大学前」バス停　　「市役所前」バス停下車 
青森大学南門の場合：「幸畑団地」　バス停　　「市役所前」バス停下車 

学内での生活について

主な奨学金
私費外国人留学生に対する奨学金は、学業成績及び人物等の諸条件に基づいて選考採用推薦が行われています。現在本学の私費留学生が受け入れられる主な奨学金は次のとおりです。募集はその都度、3号館1階留学生支援課の掲示板でお知らせします。学校は学業成績、学則遵守、法律守り、学費の支払い状況などにより推薦します。
その他詳細については、留学生支援課で問い合わせてください。
	奨学金支給団体・奨学金名称
	募集時期
	奨学金月額
	支給期間
	対象者

	私費外国人留学生学習奨励費
	4月,10月
	学部生　　\48,000
大学院生　\65,000
	1年/半年
	学部生
大学院生

	ロータリー米山記念奨学会
	10月
	学部生　　\100,000
大学院生　\140,000
	2年限度
	学部生3年次以上
大学院生

	国費留学生国内採用
	12月
	学部生　　\125,000
大学院生　\154,000
	1～3年
	学部生（25歳以下）
大学院生（35歳以下）

	平和中島財団外国人
留学生奨学金
	10月
	学部生　　\100,000
大学院生　\120,000
	1年
	学部生
大学院生

	岩谷国際留学生研究助成金
	11月
	大学院生　\150,000
	1年
	大学院生



諸証明書の発行
大学事務局学生課で証明書発行願を受付しております。証明書の発行には時間がかかりますので、余裕を持って申請を行なってください。下表以外の証明書の発行については、大学事務局に問い合わせてください。
	証明書の種類
	対象者
	使用目的

	学生証
	短大生、学部生、大学院生
	学生身分証明

	在学証明書
	短大生、学部生、大学院生
	在留期間更新等

	成績証明書 
	短大生、学部生、大学院生
	在留期間更新等

	卒業証明書 
	短大生、学部生、大学院生
	就職等

	卒業見込み証明書 
	短大生、学部生、大学院生
	就職等

	在籍証明書
	短大生、学部生、大学院生
	転学等

	副申書
	短大生、学部生、大学院生
	資格外活動許可申請用

	学生生徒旅客運賃割引証(学割)
	短大生、学部生、大学院生
	JRで乗車船100km以上運賃の割引

	健康診断証明書
	定期健康診断受診者のみ
	進学、就職等

	推薦状
	短大生、学部生、大学院生
	卒業後就職活動の在留期間申請等




単位取得
本学学部生は、卒業単位数 : 124単位
　　　　　　　卒業見込み基準 : 1年次33単位、2年次66単位、3年次90単位以上
各年次の取得単位数が不足の場合、指導・警告 → 特待解除・退学

留学生支援室
青森大学留学生支援室には、留学生用にパソコン、プリンター、テレビ、レコーダー等を設置しており、日本語学習、レポート作成、インターネット等に使うことができます。そして、日本語能力試験対応等の参考書が数多く置いてあり、授業の間活用して、日本語力の向上を目指しましょう。
その他、テーブル等を設置し、留学生が自由に使えるスペースになっています。
利用時間　　月曜日〜金曜日　　8 : 30 〜17 : 30
            土曜日　　　　　　8 : 30 〜12 : 00
なお、学習に関することや生活、健康上のこと等いろいろな相談を受け付けています。家族とも遠く離れ、不慣れな外国での暮らしでは、ちょっとしたことでも大きな障害になることがあります。そんなときは気軽に相談して、アドバイスを得るのが一番です。

附属図書館
本学の図書館は、コンピューター・システムによって運用され、大変利便性に優れた環境になっています。皆さんの勉学や研究活動を支援できるよう、さまざまなサービスを提供しています。
図書の館外貸出を受けるときは「学生証」が必要です。学部学生・短大学生は3冊以内10日間、大学院生は5冊以内30日間借りることができます。
図書館の利用について、不明な点は気軽にカウンターで尋ねてください。
開館時間
　　　　　　平日　　　　　　　　　　 土曜日(本館のみ)
　授業期間　午前 8時30分〜午後8時　　午前 8時30分〜午後4時30分
　休業期間　午前 8時30分〜午後5時　　午前 8時30分〜午前12時
休館日
　　日曜・祝祭日・振替休日・創立記念日(その他、臨時に休館する場合は事前に提示します)
その他、図書館の利用にあたっての詳細は、別に配布する「青森大学学生生活ガイド」、「青森短期大学学生生活ガイド」を参照してください。

学生への連絡
学生に周知を要する一切の事項は、すべて所属学部校舎内の学生向け掲示板、留学生支援課掲示板及び国際交流掲示板で行っています。大学では、学生一人一人必ず掲示板を見ること。掲示の見落としは、学生自身の責任とされるので、毎日1回は必ず自分の目で掲示物を確認する習慣をつけましょう。
経営学部掲示板 : 本館学生ホール
社会学部掲示板 : 本館学生ホール
ソフトウェア情報学部掲示板 : 5号館1階
青森短期大学掲示板 : 4号館3階

不正行為
(期末、中間、テスト等すべて)でカンニング等の不正行為があったときは、その科目の成績が無効になり、場合によってはその学期の全ての成績が無効になります。
その他、出席取りに不正行為があったときは、その学期それまでの出席が全部無効になることがあります。


帰省・外泊許可申請
学校管理の一環として、留学生が学校から離れ、青森県外へ外出する場合(帰省・外泊)、必ず帰省・外泊許可申請をし、所属学部から了承を取り、許可を得てから出かける。その際留学生支援課に問い合わせてください。

日常生活について
舎
(1)学校施設
随時申し込みできますので、気軽に問い合わせてください。
◆（株）国際交流会館「スチューデント・プラザ」
室料：25,000円／月、入館料：25,000円
住所：〒030-0123　青森県青森市大字大矢沢里見111-1
電話：017-728-5011
◆ 男子寮　「青森大学 戸山寮」
寮費：180,000円／年、光熱費：30,000円／年、入寮費：25,000円
住所：〒030-0952　青森県青森市大字戸山字赤坂447－2
電話：017-743-8811
◆（株）エム・ケー・コゥポレーション「ドゥミル青森」
室料： 22,000円／月、入寮費：25,000円
住所：〒030-0812　青森県青森市堤町2丁目23－7
電話：017-728-3015
(2)アパート等
アパートは、台所、風呂、便所付で月額20,000円〜30,000円程度です。家具、調度品等はついていませんので、自分で購入しなければなりません。アパートを借りる際は、家賃の他、契約の手数料として1か月部屋代等の一時金を払うのが殆どです。
日本で民間アパートを借りる場合、連帯保証人が必要です。青森大学は下記の「留学生住宅総合補償」
制度に加入することにより、保証人の精神的・経済的負担を軽くし、保証人を引き受けやすくすることができます。
留学生支援課では、留学生がこの制度に加入していることを条件に、アパートを紹介し、契約手続きから解約までのことを担当しています。電話：017-738-2001

留学生住宅総合補償
この制度は、日本国際教育支援協会が実施している「留学生住宅総合補償」と言い、万一の賠償事故に対する備えと、入居保証人に迷惑がかからないようにするための制度です。
留学生本人が補償期間中に、日常生活に起因する事故、または留学のための宿泊・居住施設の所有・使用または管理に起因する事故によって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金をてん補限度額の範囲内で支払われます。
保険料等負担金
　　　　　(1)補償期間1年間　　4,500円　　　(2)補償期間2年間　　9,000円　
詳細は留学生支援課に問い合わせてください。

引越
引越をした時は、市役所等で以下の住所変更の手続きをしなければなりません。
〇青森市市役所市民課外国人窓口(外国人登録証持参)
〇登録原票記載事項証明書の取得(大学事務局へ提出)
〇留学支援課へ連絡
〇留学生住宅総合補償の異動(日本国際教育支援協会)
〇国民健康保険(保険証持参)　青森市役所国保年金課
〇郵便局へ転居届提出(郵便物転送のため)
〇銀行・郵便局口座(通帳・印鑑持参)
〇電気・ガス・水道の解約(元住所)・申込(新住所)

ゴミ
ゴミの分別収集は、住民と市役所が協力して行っています。
ゴミの種類によって、出す場所、日時が各地域の清掃ごよみで決まっていますので、必ず町内の人や大家さんに確認してください。
なお、ごみの収集場所はごみ捨て場ではありません。注意してください。

自動車を運転するとき
無免許運転禁止。(外国免許から日本免許への切換について、免許センターに問い合わせてください。)
無車検車の運転禁止。
自動車を運転するときは日本では2種類の保険に入ることが常識となっています。万が一交通事故を起こした時、その経済的損失を補うため、強制保険と任意保険の2種類の保険に加入していると、賠償金の支払いや相手との交渉の専門知識を持った保険会社の担当者が無料で行ってくれます。
〇強制保険
　自動車やバイクを所有するときや、運転をする際携帯することが義務付けられています。この保険は車検期間に併せて契約します。
〇任意保険
　強制保険ではカバーできない賠償金を補うための保険です。

自転車の利用
大学へ来るときに自転車を使う場合は、学生課で自転車の登録が必要です。自転車は決められた駐輪場に置き、構内では乗らないでください。
日本では、自転車は道路の左側を走ります。夜はライトをつけてください。
他人の自転車を無許可で乗らないでください。
自転車事故防止対策
〇横断歩道を渡る際の事故防止
〇信号無し交差点で、車の出合い頭事故
〇常に周囲の車の動きに注意を配る
〇自転車同士が話し合いながら、自転車に乗ることが危険
〇音楽を聴きながら、自転車に乗ることが危険

緊急時の連絡対応
〇火事
火を出してしまったら、まず「119番」に電話を。
初期の消火には消火器が役に立ちます。
火を出さないためには、次のことに気をつけましょう。
　・就寝前、外出前には電気、たばこの火の始末、ガスなど火元の点検をすること
　・地震の時は、まず火を消すこと
〇交通事故
どんな事故でも必ず警察(110番)を呼びましょう。
けが人が出れば救急車の手配(119番)もしましょう。
相手の車のナンバーも確認しておきましょう。
〇地震
日本は地震が多い国です。日頃から準備していざという、慌てないように次のことに注意しましょう。
・火を使っていたら火を消すこと
・ラジオをよく聞いて正しい情報を手に入れて、落ち着いて避難しましょう。
・裸足で飛び出さないようにして、帽子ゃヘルメットで頭を保護しましょう。
〇救急医療
夜間、土曜日、日曜日、休日に急病になった時は、下記の電話番号で開いている病院を教えてもらえます。
・017-773-6477 (市役所急病センター)
・017-722-2211 (青森市消防本部)
〇カードの紛失
銀行、郵便局のカード、クレジットカードを失くしたときは、すぐに銀行、郵便局、クレジットカード会社に連絡してください。

電　話(携帯電話)
新しく電話を持ったときや番号を変わったときは、留学生支援課へ届け出てください。
電話料金の支払いは、翌月の支払いになりますので、帰国などの際に必ず電話会社に行き、解約・精算してください。

日本語の学習等について

日本留学の成果として、高い日本語能力を身につけることは、とても大切なことです。授業だけではなく、大学の提供する教材や学習施設を活用して、日本語の上達に努めて下さい。
就職や進学、あるいは日本語を使って実務的な仕事をこなすためには高度な日本語力が必要です。
〇日本語能力試験
日本語能力試験は、日本国内及び海外において、日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として、1984年から行う試験です。
日本国内では、財団法人日本国際教育支援協会が、海外では国際交流基金が現地機関の協力を得て実施しています。
日本語能力試験は、進学や就職活動する際、最も定評のある日本語の資格試験の一つです。
年から1級と2級の試験は、7月と12月の年2回実施されます。学習の成果として是非とも日本語能力試験1級を取得して下さい。

〇J.TEST実用日本語検定
J.TEST（実用日本語検定）は、日本語検定協会が1991年から実施しております。実施当初より、企業向け団体試験として多くの日系企業で採用され、海外でスタッフを採用する際や日本に派遣する際、また昇給、昇進時の判断材料として利用されております。
日本語能力を客観的に測定する試験として、年6回実施される一般公開試験では日本国内はもとより、中国大陸、台湾などの海外試験会場で、留学生、会社員、日本語学校生など、年間約5万人以上の方が受験しています。

日本での就職について

日本で就職しようとする場合、就職活動を始める時期や方法・ビジネスマナーなどをよく理解しておくことが重要です。厳しい就職活動を勝ち抜くためにも、早めに準備をしてください。
在学中、日本語能力試験１級、J.TEST実用日本語検定などの資格を取っておけば、就職活動に役立ちますので、受験することをお勧めします。

就職課及び就職支援室
就職課 (3号館)では、就職活動に関する業務として次のようなものがあります。
就職活動に関する支援と斡旋
就職状況統計調査
企業訪問し求人の開拓
企業セミナー及び企業懇談会の案内と実施
アルバイトの情報提供と斡旋
在学生に対する就職ガイダンスの実施
日本で就職したい留学生は、まず就職課に相談、指導を受けてください。就職課指導のもとに就職ガンダンス、企業セミナー、説明会等に参加してください。
就職支援室では、学生の就職に関する様々な資料、情報などを提供しています。就職活動の方法やビジネスマナーなど役立つ情報を提供しています。その他、企業の求人情報も随時提供しています。

留学生が就職できる職務内容と在留資格
留学生が就職する場合、職務内容によって取得する在留資格が異なります。
一般的に、文系の大学を卒業した人は「人文知識・国際業務」の在留資格、理系の大学を卒業した人は「技術」、「技能」の在留資格となります。

○「人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる仕事
① 人文科学の分野（いわゆる文科系の分野で社会科学の分野も含まれる）に属する知識を必要とする業務
　（例）企画、営業、マーケティング、財務、貿易業務、経理など
② 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
　（例）翻訳･通訳、広報、海外取引、語学教師、商品開発、デザイナーなど

○「技術」の在留資格で行うことができる仕事
理学､工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
　（例）設計、技術開発、生産管理、ＳＥなど

◎ 就労の在留資格が認められない仕事
入管法では、いわゆる単純労働を内容とする在留資格を認めていません。工場の生産ラインにおける作業や専門知識を必要としない単純かつ反復的な事務系の職種などは、上述の在留資格に該当しません。
また、企業側が、日本人より安い賃金で雇えるからといった理由で留学生を採用する場合は、在留資格の変更が許可されません。大学卒の初任給が日本人と同等以上であることが必要です。

在留資格変更手続
日本の企業等に就職が内定したら、入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。
<必要なもの>
●留学生が準備する書類
①在留資格変更許可申請書
②パスポート
③外国人登録証明書
④卒業証明書(または卒業見込み証明書)
⑤履歴書
⑥申請理由書
●企業側が準備する書類
①企業の事業内容を明らかにする資料（会社案内など）
②企業の商業・法人登記簿謄本（原本・発行後3ヶ月以内のもの）
③企業の損益計算書（写し）
④雇用契約書（職務内容、雇用期間、地位及び報酬が明記されているもの）
⑤雇用理由書
※在留資格によって提出する書類が異なる場合があります。

★在留資格変更許可の審査ポイント
大学における学問分野との関連性のある業務か、または、母国語を必要とする業務に就くことが大前提です。
雇用企業などの規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、本人の職務が活かせる機会が実際に提供されるかどうかも、ポイントとなります。

卒業後の就職活動
卒業までに、就職先が決まらず卒業後も就職活動を続けたい人には、就職活動ための「短期滞在」の在留資格での在留が認められています。その際には、大学からの推薦状が必要となります。推薦状の発行は、就職課は学生が指導のもとに就職活動を行っていることを確認した上で行います。最長1年間の滞在が可能です。
●入国管理局への申請には次の資料が必要です。
①在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書（本人以外の人が経費支弁する場合には、その人の支弁能力を証する文書及びその人が支弁するに至った経緯を明らかにする文書　預金通帳コピー、送金証明書など）
②大学の卒業証書(または卒業証明書)
③大学が発行した就職活動ための推薦状
④継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

内定から採用までの間の滞在について
就職活動ための「短期滞在」での在留中に就職先が内定した場合、内定先企業が内定者と一定期間ごとに連絡を取る等してその在留状況を十分に管理することを誓約した場合には、「特定活動」への在留資格変更が許可され、採用までの間（ただし卒業後１年を超えない期間）滞在することができます。
外国人雇用サービスセンターを利用しよう
厚生労働省所轄の外国人雇用サービスセンターが大阪と東京に開設されています。日本で就職を希望する留学生などの外国人のために、専門のアドバイザーによる雇用情報の提供、就職相談・紹介、在留関係の相談を行っていますので利用して下さい。ホームページでも雇用情報、在留手続きの方法等が詳しく見られます。

卒業・帰国に伴う手続について
留学を終えて帰国するときには、次のことをよく確認し、必要な手続きを忘れずに行って下さい。

卒業証書などの領事認証と公印確認
大学が発行した卒業証書や修了証書，各種証明書などを、帰国して証明書として使用する場合に、提出先によってはそのままでは公式な文書として認めてもらえないことがあります。
その場合は、帰国する前に、皆さんの出身国の大使館・領事館に行って、認証（領事認証）を受ける必要があります。また、認証してもらうためには、日本の外務省による公印確認証明が必要とされる場合があります。
帰国前には必ず、証明書などの提出先，出身国の大使館・領事館に問い合せて、認証が必要かどうか確認して下さい。


宿舎の解約
少なくとも1か月前に、学校寮の場合は管理人、アパートの場合は管理会社(大家さん)へ出る日、青森を去る日を知らせる。部屋をきれいに掃除し、部屋の備品で、壊れているもの等があれば、管理人あるいは管理会社へ知らせる。部屋を出る1週間前までに、水道、電気、ガスの会社へ連絡して、解約日を伝えます。

電気、ガス、水道、携帯電話などの解約
宿舎を退出する日が決まったら、電力会社，ガス会社の営業所や代理店などに連絡し、料金の精算をして下さい。水道料金の精算は市町村の水道局へ問い合せて下さい。
また、固定電話、携帯電話などの解約手続きと精算も忘れずに行って下さい。

粗大ゴミなどの処理
ゴミは所定の日に所定の場所に捨てて下さい。特に粗大ゴミの始末はきちんと行って下さい。
また、リサイクル料金が必要なエアコン，テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機やパソコンの廃棄には十分注意して下さい。

国民健康保険証の返納と精算
帰国する前に、役所の国民健康保険課に届け出て、健康保険証の返納と精算の手続きを行って下さい。この手続きを怠ると、いつまでも保険料を払い続けなければなりません。

外国人登録証明書の返納
帰国するときに、出国する空港などで、出国証印を受けて返納して下さい。

帰国外国人留学生メールマガジンへの登録
独立行政法人 日本学生支援機構は、帰国留学生のためのメールマガジンを発行しています。帰国してからも、元留学生のためのフォローアップ事業や研究支援の情報,日本の最新情報などを、Eメールで提供してもらえます。
配信希望者は下記にアクセスして登録して下さい。
http://www.jasso.go.jp/exchange/magazine.html

卒業後の短期滞在について
勉学成果の整理や旅行、挨拶などの為に、卒業後もしばらく日本に滞在することを希望する人もいると思います。その場合、入国管理局に理由を書いて申請すれば、｢短期滞在｣の在留資格で滞在許可が下りることがあります。
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